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６）給食を介した情報提供のための表示の作り方例で活用した資料一覧 

資料名 参考内容 

1 厚生労働省 HP 
「栄養機能食品の表示に関する基準」 
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-
anzen/hokenkinou/1d-3.html （閲覧日 2023/8/23） 

健康保持増進等に関

するエビデンスおよ

び表現例 

2 厚生労働省 書籍 
「日本人の食事摂取基準（2020 年版）策定検討会」報告書 
第一出版、2020 

健康保持増進等に関

するエビデンス 

3 上西一弘著 
「栄養素の通になる 第 5 版」  
女子栄養大学出版部、2016 

健康保持増進等に関

するエビデンスおよ

び表現例 

4 総監修 日本医師会/日本歯科医師会/日本薬剤師会 
「健康食品・サプリ 『成分』のすべて ナチュラルメディシン・

データベース 日本対応版＜第 6 版＞」 
株式会社同文書院、2019 

健康保持増進等に関

するエビデンス 

5 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 HP 
「『 健康食品 』の安全性・有効性情報」 
https://hfnet.nibiohn.go.jp/material-info/ (閲覧日 2023/8/23) 

健康保持増進等に関

するエビデンス 

6 東京都福祉保健局・東京都生活文化局編 
「健康食品取り扱いマニュアル 第 7 版 消費者へのより良い健

康食品の提供を目指して」 
株式会社薬事日報社、2017 

栄養成分の機能につ

いてのエビデンス 

7 東京都福祉保健局 HP 
「栄養成分表示ハンドブック 食品表示基準に基づく栄養成分表

示の方法等」令和元年 8 月 
chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hoken

iryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/eiyouseibun_
handbook.pdf (閲覧日 2023/8/23) 

健康保持増進等に関

する表現例 

8 消費者庁 HP 
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項につ

いて」 (一部改定 令和 4 年 12 月 5 日  消費者庁） 
chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.caa.go

.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/asse
ts/representation_cms214_221205_01.pdf (閲覧日 2023/8/23) 

健康保持増進等に関

する表現例 

9 東京都福祉保健局 HP 
「健康食品の取り扱いについて：医薬品的な効能効果について」 
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kenko_shokuhi
n/ken_syoku/kanshi/kounou.html (閲覧日 2023/8/23) 

健康保持増進等に関

する表現例 
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７）栄養成分表示の英語表記について 

 近年、給食施設での外国人の利用も多くなっています。そのため、栄養成分表示についても

英語表記が求められるケースも少なくありません。栄養成分を英語表記にする場合には、炭水

化物について注意が必要です。コーデックスのガイドラインによれば、炭水化物（carbohydrate）

ではなく、糖質（available carbohydrate：炭水化物から食物繊維を除いたもの）の表記を義務

とするべきとしています。また強調表示をする場合には、糖質に加えて糖類（total sugars）の

記載をするべきであるとしています。なお、糖類（Sugars）は単糖類及び二糖類（all mono-

saccharides and di-saccharides present in food）と定義しています。 

  「日本食品標準成分表（八訂）」には、炭水化物群として、「利用可能炭水化物」、「食物繊維

総量」、「糖アルコール」、「炭水化物」の値が収載されています。「炭水化物」と「利用可能炭水

化物」は同じではありません。「炭水化物」の値は、従来（七訂）と同じ方法、すなわち水分、

たんぱく質、脂質、灰分等の合計（ｇ）を 100ｇから差し引いて求めた値です。この「炭水化

物」は「利用可能炭水化物」、「食物繊維総量」、および「糖アルコール」で構成されています。

つまり、「利用可能炭水化物」は「炭水化物」の一部です。 

 「利用可能炭水化物」は、「利用可能炭水化物（単糖当量）」、「利用可能炭水化物（質量計）」、

「差し引き法による利用可能炭水化物」の 3 種類が収載されています。3 種類は「利用可能炭

水化物」を異なる定義で記載した値です。いずれも定義が異なりますので、説明をしておく必

要があります。 

 

 熱量    Energy（kcal） 

 たんぱく質 Protein（g） 

 炭水化物 Carbohydrates（g） 

   利用可能炭水化物（単糖当量） 

（Carbohydrate, available; expressed in monosaccharideequivalents） 

   利用可能炭水化物（質量計）（Carbohydrate, available） 

差引き法による利用可能炭水化物（Carbohydrate, available, calculated by difference） 

食物繊維総量（Dietary fiber, total） 

 ナトリウム Sodium（mg） 

   もしくは 食塩相当量もしくは食塩 Salt equivalents or Salt（g） 

 

なお、熱量については単位をキロカロリー（kcal）ではなくキロジュール（kJ）での表記を

求められる可能性もあります。1kcal＝4.184kJ で換算することができます。 

  




